
【情報提供】 皮膚等障害化学物質等（皮膚吸収性有害物質）について 

  

労働安全衛生規則に基づく皮膚等障害化学物質等につきまして、 

今般、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、「令和７年度皮

膚等障害化学物質の選定のための検討会報告書」が取りまとめられ、 

「令和７年度化学物質管理に係る専門家検討会」において、新たに別添の 16 物質について

皮膚吸収性有害物質に該当すると判断され、令和９年４月１日から適用するとされたとこ

ろです。 

  

つきましては、皮膚吸収性有害物質の追加等について別添のとおり通知を送付させていた

だきます。 

御了知いただくとともに、傘下団体及び企業等への周知について御協力を賜りたくお願い

申し上げます。 
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厚生労働省労働基準局安全衛生部 

化学物質対策課化学物質評価室 

 TEL  : 03-5253-1111 (ex. 5501) / 03-3502-6756 (Direct) 

 〒100-8916    東京都千代田区霞が関 1-2-2 

                         中央合同庁舎 5 号館 15 階 
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